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下水道使用料体系表（１か月あたり・消費税10％込み）

※農業集落排水使用料も含め市内同一使用料体系です。
４
月
か
ら
下
水
道
使
用
料
、

農
業
集
落
排
水
使
用
料
が
変
わ
り
ま
す

　

平
成
29
年
10
月
か
ら
３
段
階
で
下
水
道
・
農
業
集
落
排
水
使
用
料
を
改
定
し
て
い
ま
す
。
４
月
か
ら

の
改
定
は
、
３
段
階
の
う
ち
３
段
階
目
を
実
施
す
る
も
の
で
す
。

　

下
水
道
、
農
業
集
落
排
水
を
使
用
し
て
い
る
皆
様
に
は
ご
負
担
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
今
後
も
よ
り

一
層
の
経
営
努
力
を
行
い
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
下
水
道
課
業
務
係
（
☎
内
線
７
４
９
・
６
７
８
）
、
新
里
支
所
地
域
振
興
整
備
課
建
設

係
（
☎
74
２
２
１
８
）

現行使用料 改定後使用料

基本使用料
（０～10㎥までの料金を含む） 1,100円 1,100円

従量使用料
（10㎥を超えた分１㎥につき） 121円 165円

現行使用料 改定後使用料

基本使用料
（20㎥分の料金を含む） ２か月×1,100円＝2,200円 ２か月×1,100円＝2,200円

従量使用料
（40㎥－ 20㎥＝ 20㎥分） 20㎥×121円＝2,420円 20㎥×165円＝3,300円

２か月分合計（請求額） 4,620円 5,500円

使用料の計算
　下水道・農業集落排水の使用料は、２か月に一度の上下水道の検針に
よる使用水量に応じて算出します。
　「基本使用料」は、使用水量に関わらず毎月かかり、月10㎥（２か
月で20㎥）分までの料金を含みます。
　「従量使用料」は、使用水量のうち月10㎥（２か月で20㎥）を超え
た分に対し、１㎥単位でかかります（２か月で20㎥以下ではかかりま
せん）。
 ２か月の標準的な使用水量40㎥の場合

改定後の使用料への移行時期
　下水道・農業集落排水の使用料は２か月ごとに検針を行い、その翌月
に２か月分まとめて請求します。
　改定後使用料への切り替えは、３月使用分の請求が済んだ人から順次
行い、６月以降の検針分（７月納期限分以降）は改定後使用料となりま
す。

キノピー
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受　
　

益　
　

者

下
水
道
受
益
者
負
担
金
（
分
担
金
）
の

納
入
に
ご
協
力
を

　
下
水
道
の
整
備
は
、
国
や
県
か

ら
の
補
助
金
や
市
の
借
入
金
の
ほ

か
、
受
益
者
負
担
金
（
分
担
金
）

で
費
用
を
賄
っ
て
い
ま
す
。

　
受
益
者
負
担
金
（
分
担
金
）
と

は
、
下
水
道
が
整
備
さ
れ
た
区
域

内
の
土
地
を
所
有
す
る
皆
さ
ん

（
受
益
者
）
か
ら
事
業
費
の
一
部

を
負
担
し
て
も
ら
う
も
の
で
、
そ

の
土
地
に
対
す
る
負
担
は
一
度
限

り
で
す
。

　
な
お
、
対
象
区
域
全
て
の
土
地

が
対
象
に
な
り
ま
す
が
、
固
定
資

産
税
上
の
地
目
に
よ
り
猶
予
期
間

が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
新
里
町
区
域
は
公
共
ま

す
一
基
に
つ
き
15
万
円
の
受
益
者

分
担
金
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
下
水
道
課
業
務
係

（
☎
内
線
６
７
８
）

▼
受
益
者
申
告
用
紙
を

郵
送

　
受
益
者
負
担
金
（
分
担
金
）
を

負
担
し
て
い
た
だ
く
対
象
者
に
は
、

４
月
中
に
受
益
者
申
告
用
紙
を
郵

送
し
ま
す
。

　
内
容
を
確
認
し
、
署
名
、
押
印

の
う
え
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
返

送
し
て
く
だ
さ
い
。

　
受
益
者
負
担
金
は
５
年
分
割
、

受
益
者
分
担
金
は
３
年
分
割
で
の

納
入
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
一
括

納
付
す
る
場
合
は
、
割
引
制
度
が

あ
り
ま
す
。

▼
使
え
る
よ
う
に
な
る
地

区
な
ど
の
図
面
縦
覧

　
新
た
に
下
水
道
が
使
え
る
よ
う

に
な
る
区
域
と
下
水
道
事
業
受
益

者
負
担
金
（
分
担
金
）
を
納
入
す

る
区
域
の
図
面
を
縦
覧
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
区
域
は
、
下
の
と

お
り
で
す
。

期
間
＝
４
月
１
日
（
水
）
か
ら

（
土
、
日
、
祝
日
を
除
く
）

縦
覧
場
所
＝
下
水
道
課
（
市
役
所

２
階
）

下水道事業受益者負担金（分担金）の流れ

桐
生
市
（
下
水
道
課
）

①４月中に「受益者申告用紙」を郵送

②５月中旬までに内容を確認し、　
　署名、押印して返送

③５月下旬に「決定通知書」「納入通
　知書」を郵送

④受益者負担金（分担金）の納入
 （一括または分割）

対象となる区域

　下水道が使えるようになる区域
　　●相生町三・五丁目
　　●川内町一・三丁目
　　●新里町武井（下武井）
　　●新里町新川（下宿東）
　　※上記区域の一部です。

　受益者負担金（分担金）を
　新たに納入していただく区域
　　●相生町三・五丁目
　　●川内町一・二・四丁目
　　●新里町武井（下武井）
　　●新里町新川（下宿東）
　　※上記区域の一部です。

11 桐生市役所　　☎0277‐ 46‐ 1111


